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【公表日】平成28年4月21日(2016.4.21)
【年通号数】公開・登録公報2016-024
【出願番号】特願2015-556902(P2015-556902)
【国際特許分類】
   Ａ４７Ｊ  31/06     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  85/72     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４７Ｊ   31/06     ３２０　
   Ｂ６５Ｄ   85/72     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月10日(2017.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抽出可能な製品、例えば焙煎され挽かれたコーヒーを用いて摂取に適する所定量の飲料
を準備するためのカプセル（２）であって、
　　　実質的に剛性の周囲壁（１４）、
　　　該周囲壁を第１端部（１８）で閉じる底（１６）、および
　　　該周囲壁を該底の反対側の第２の、開いた端部（２２）で閉じる蓋（２０、２０’
、２０”、２０”’）、
を備え、ここで、該周囲壁、該底、および該蓋は、該抽出可能な製品を備える内部空間（
２３）を囲み、該蓋（２０、２０’、２０”、２０”’）は、可撓性の箔（２４）を備え
、前記箔は、準備された飲料を排出するための出口領域を規定する複数の出口開口（２５
）を有しており、該抽出可能な製品と該蓋（２０、２０’、２０”、２０”’）の間の該
カプセル（２）の内側に、実質的にシート状のフィルタ層（２６）が備えられる上記カプ
セルにおいて、少なくとも１つの出口開口が該フィルタ層（２６）によって被覆され、且
つ少なくとも１つの出口開口が該フィルタ層（２６）によって被覆されないことを特徴と
する、
上記カプセル。
【請求項２】
　該実質的にシート状のフィルタ層（２６）は、紙フィルタ物質の層、不織物質の層、ま
たは織られた物質の層を備える、請求項１に記載のカプセル。
【請求項３】
　前記フィルタ層の中央領域において、１の開口が備えられる、請求項１または２に記載
のカプセル。
【請求項４】
　該紙フィルタ物質の層は、約１～２５０ｇ／ｍ２の重さ、より好ましくは１０～１００
ｇ／ｍ２の、好ましくは約１５～５０ｇ／ｍ２の重さを有する紙の層である、請求項２、
または請求項２に従属しているときの請求項３に記載のカプセル。
【請求項５】
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　不織物質の該層（２６）は、繊維の構造的網、または網を備える合成物質、例えば高密
度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）繊維を備える、請求項２または４、または請求項２に従属し
ているときの請求項３に記載のカプセル。
【請求項６】
　該フィルタ層（２６）は、約２００パスカルの圧力で測られて、０～２０００ｍｍ／秒
の範囲内の空気透過性を有する、請求項１～５のいずれか１項に記載のカプセル。
【請求項７】
　該フィルタ層（２６）は、該フィルタ層（２６）を該箔（２４）に対して封止するため
の封止特性を高めるために、プラスチック、例えばポリエチレン（ＰＥ）を備え、または
被覆される、請求項４～６のいずれか１項に記載のカプセル。
【請求項８】
　該フィルタ層により被覆されていないところの少なくとも１つの出口開口が、該抽出可
能な製品に直接に向き合っている、請求項１～７のいずれか1項に記載のカプセル。
【請求項９】
　複数の開口が、該フィルタ層によって被覆されていない、請求項１～８のいずれか1項
に記載のカプセル。
【請求項１０】
　該フィルタ層により被覆されていないところの該複数の出口開口が、該抽出可能な製品
に直接に向き合っている、請求項９に記載のカプセル。
【請求項１１】
　複数の出口開口が、該フィルタ層により被覆されている、請求項１～１０のいずれか1
項に記載のカプセル。
【請求項１２】
　該フィルタ層により被覆されていないところの該複数の出口開口が、出口開口の総数の
ｘ％を形成し、かつ該フィルタ層により被覆されている該少なくとも１つの出口開口、ま
たは該フィルタ層により被覆されている該複数の出口開口は、出口開口の総数の（１－ｘ
）％を形成する、ここで、ｘは、２９～９９．５の範囲内、好ましくは４４～９９．５の
範囲内、より好ましくは５４～９９．５の範囲内にある、請求項９～１１のいずれか1項
に記載のカプセル。
【請求項１３】
　該フィルタ層により被覆されていないところの該箔の表面は、該カプセルの該内部空間
の境界を形成するところの該箔の総表面積のｐ％を含み、ｐは、１０～８５の範囲内、好
ましくは３０～８０の範囲内、より好ましくは３８～７５の範囲内にある、請求項１～１
２のいずれか１項に記載のカプセル。
【請求項１４】
　該フィルタ層により被覆されていないところの該複数の出口開口は、該カプセルの該内
部空間の境界を形成するところの該箔の総表面積のＲ＊ｐ％に亘って分布せられている、
および
　該フィルタ層により被覆されているところの該複数の出口開口は、該カプセルの該内部
空間の境界を形成するところの該箔の総表面積のＱ＊（１－ｐ）％に亘って分布せられて
いる、
請求項１３に記載のカプセル。
【請求項１５】
　好ましくはＲは、０．９～１の範囲内または１に等しく且つＱは、０．０５～１の範囲
内、好ましくは０．２５～０．９の範囲内、より好ましくは０．２５～０．６の範囲内に
ある、または
　Ｒは０．４を超え且つＱは１以下である、
請求項１４に記載のカプセル。
【請求項１６】
　該フィルタ層は、該周囲壁まで延在している、請求項１～１５のいずれか１項に記載の
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カプセル。
【請求項１７】
　該フィルタ層は、該箔に隣接する該周囲壁の各位置まで延在している、請求項１６に記
載のカプセル。
【請求項１８】
　フィルタ層は、該カプセルの該内部空間の該容積のｃ％を満たす、ここで、ｃは、０．
１～８の範囲内、好ましくは０．１～６．５の範囲内、より好ましくは０．１～３の範囲
内にある、請求項１～１７のいずれか１項に記載のカプセル。
【請求項１９】
　該フィルタ層の流れ抵抗は、Ｔにより特徴付けられる、ここで、Schroder Pruftechnik
sからのヘルツベルク（Herzberg）デザインのろ紙試験装置を用いるとき、Ｔは、１００
ｍｌの水が３３ｃｍの出発の水柱で始めて、該フィルタ層のサンプルの１０ｃｍ２の面積
を通して、該サンプルが置かれるところの平面に垂直な方向に流れる、秒での時間である
。ここで、水温は２０℃であり、Ｔは４～１５０の範囲内、好ましくは４～３０、より好
ましくは５～２０、例えばろ紙について４～１５の範囲内、例えば白不織布について６０
～１５０、および例えば青不織布について４５～８０にある、請求項１～１８のいずれか
１項に記載のカプセル。
【請求項２０】
　該フィルタ層は、リングの形状を有し、該フィルタ層の外側周囲境界は該周囲壁に隣接
して置かれ、かつ好ましくは、中央領域はＳｍｍの断面を有し、Ｓは、１４～２４の範囲
内、好ましくは１６～２２の範囲内、及びより好ましくは１８～２０の範囲内であり、か
つ該内部空間の境界を形成するところの該フィルタ層の該部分の外径は好ましくは、約２
８～３０ｍｍの断面を有し、及び／又は該箔に近い該内部空間の直径は好ましくは約２８
～３０ｍｍである、請求項３に記載のカプセル。
【請求項２１】
　該フィルタ層は、該周囲壁に隣接する２つの対向する端部および該周囲壁から或る距離
に置かれた２つの対向する側部、を有するストリップの形状を有する、請求項１または２
に記載のカプセル。
【請求項２２】
　該フィルタ層は、Ｔｍｍの厚さを有し、Ｔは、０．０１を除く０．０５～０．０１の範
囲内、または０．０１～１または１を除く１～１０、好ましくは０．０５～０．５、より
好ましくは０．０５～０．２の範囲内にある、請求項１～２１のいずれか１項に記載のカ
プセル。
【請求項２３】
　該フィルタ層は、副フィルタ層のスタックから成り、各副フィルタ層はシート状であり
、好ましくは該スタックは２～６の副フィルタ層から成る、請求項１～２２のいずれか１
項に記載のカプセル。
【請求項２４】
　該フィルタ層は、該箔に平行な平面内に置かれたフィルタ層片に分割されている、請求
項１～２３のいずれか１項に記載のカプセル。
【請求項２５】
　抽出可能な製品を用いて摂取に適した所定量の飲料を準備するためのシステムであって
、
　　　請求項１～２４のいずれか１項に記載の交換可能なカプセル（２）、
　　　該交換可能なカプセルを保持するための収容器（６）、およびある量の流体、例え
ば水を、加圧下で交換可能なカプセルへ供給するための流体分配デバイス（５）を備える
装置（４）
を備え、
　　　該流体分配デバイス（５）は、該飲料を形成するために該流体を該抽出可能な製品
へ該底（１６）を通して供給するように配置され、
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　　　該収容器（６）は、支持表面（１０）を備え、そして、該カプセル（２）は、該カ
プセル（２）から該蓋（２０、２０’、２０”、２０”’）および該支持表面（１０）を
通して準備された飲料を排出するために該支持表面（１０）に少なくとも部分的に当接す
るように配置され、
　　　該蓋（２０、２０’、２０”、２０”’）は、準備された飲料の排出のための出口
領域を画定する複数の出口開口（２５）を有する可撓性の箔（２４）を備え、該抽出可能
な製品と該蓋（２０、２０’、２０”、２０”’）の間の該カプセル（２）内部に、実質
的にシート状のフィルタ層（２６）が備えられ、
　　　該システムは、使用中、準備された飲料をカプセル（２）から排出させるため及び
該飲料を容器、例えばカップへ供給するために、該蓋（２０、２０’、２０”、２０”’
）と流体連絡している出口（３２）を備える上記システムにおいて、少なくとも１つの出
口開口が該フィルタ層によって被覆され、且つ少なくとも１つの出口開口が該フィルタ層
によって被覆されないことを特徴とする、
上記システム。
【請求項２６】
　該流体は、４～２０バール、好ましくは９～１８バールの圧力下で供給される、請求項
２５に記載のシステム。
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